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午前９時59分開会

会議に付した案件

○概要説明

福祉保健部

１．新型コロナウイルス感染症に関する本県

の対応状況等について

教育委員会

１．県立学校における新型コロナウイルス感

染症対策の対応について

○協議事項

１．次回委員会について

２．その他

出席委員（12人）

委 員 長 山 下 寿

副 委 員 長 外 山 衛

委 員 坂 口 博 美

委 員 原 正 三蓬

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 内 田 理 佐

委 員 日 髙 利 夫

委 員 太 田 清 海

委 員 岩 切 達 哉

委 員 坂 本 康 郎

委 員 前屋敷 恵 美

委 員 井 上 紀代子

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

福祉保健部

福 祉 保 健 部 長 渡 辺 善 敬

福祉保健部次長
小 川 雅 彦

（ 福 祉 担 当 ）

福祉保健部次長
和 田 陽 市

（保健・医療担当）

福 祉 保 健 課 長 山 下 栄 次

医 療 薬 務 課 長 小 牧 直 裕

薬 務 対 策 室 長 林 隆一朗

国民健康保険課長 野 海 幸 弘

長 寿 介 護 課 長 佐 藤 彰 宣

障がい福祉課長 重 盛 俊 郎

部 参 事 兼
木 添 和 博

衛 生 管 理 課 長

健 康 増 進 課 長 川 越 正 敏

感染症対策室長 有 村 公 輔

病院局

病 院 局 次 長 兼
久 保 昌 広

経 営 管 理 課 長

教育委員会

教 育 政 策 課 長 川 北 正 文

高 校 教 育 課 長 押 方 修

義 務 教 育 課 長 吉 田 英 明

特別支援教育課長 松 田 律 子

スポーツ振興課長 押 川 幸 廣

事務局職員出席者

千知岩 義 広政 策 調 査 課 主 幹

政策調査課主任主事 佐 藤 晋一朗

それでは、ただいまから新型コ○山下委員長

ロナウイルス等感染症対策特別委員会を開会い

たします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案を御覧ください。

本日は、福祉保健部、病院局、教育委員会か
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ら新型コロナウイルス感染症に関するこれまで

の対応状況や課題などについて説明をいただき

ます。

委員の皆様におかれましては、先日の県内調

、 、査などを踏まえ 執行部の今後の対応について

どうあるべきと考えておられるかなど御意見を

いただきたいと考えております。

特に皆様方にお願いしておきますが、あと１

回でこの特別委員会のまとめになりますので、

今までの調査を踏まえていろいろな意見を出し

ていただきたいと考えております。

その後、次回の委員会について御協議をいた

だきたいと思いますが、このように取り進めて

よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○山下委員長

します。

、 。では 執行部入室のため暫時休憩いたします

午前10時０分休憩

午前10時２分再開

それでは、再開させていただき○山下委員長

ます。

本日は、福祉保健部、病院局、教育委員会に

御出席いただきました。

執行部の皆さんの紹介につきましては、お手

元に配付の出席者配席表に代えさせていただき

たいと存じます。

それでは、概要説明をお願いいたします。

。○渡辺福祉保健部長 福祉保健部でございます

本日の説明につきまして座って説明をさせて

いただきます。

お手元の特別委員会資料を表紙めくっていた

だきまして、目次をお願いいたします。

福祉保健部からは、新型コロナに関する対応

状況等について、教育委員会からは、県立学校

における対応について、それぞれ御説明をさせ

ていただきます。

詳細につきましては、後ほど担当から御説明

いたしますので、どうかよろしくお願いいたし

ます。

そ○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

れでは、特別委員会資料の１ページをお開きく

ださい。

Ⅰの新型コロナウイルス感染症に関する本県

の対応状況等についてです。

まず、国及び本県の主な対応状況ですが、１

ページは、１月から３月までの状況、２ページ

は、４月、５月の状況、ページをめくっていた

だき、３ページが、５月から７月の状況、４ペ

ージが、７月から９月の状況、ページをめくっ

ていただき、５ページが、９月、10月の状況と

なっております。９月14日の365例目から陽性者

の発生がない状況が続きましたので、第２波の

対応の一区切りとしたところです。

新型コロナに関する福祉保健部からの前回の

委員会への御報告は６月22日でしたので、第２

波の状況の御報告ができておりません。

そこで、参考資料として、９月16日の厚生常

任委員会で用いました資料の16ページを配付さ

せていただいておりますので、それを用いて第

２波の状況を簡単に御説明します。

参考資料を御覧ください。１枚紙のこのよう

になっています。

上段の県内の感染者数のグラフですが ７月22、

日の３例を皮切りに本格的な第２波の発生とな

りました。

７月25日には第２波で１日の感染者数として

は最大の26名が確認されております。

７月27日の18名から８月２日の19名までの128
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名が１週間の感染者数としては最大となり、下

段の直近１週間の人口10万人当たりの感染者数

のグラフを御覧いただければ、８月２日がピー

クの12.02人となっております。

８月３日以降は、直近１週間の人口10万人当

たりの感染者数は減少しておりましたが ８月21、

日には5.26人と二つ目の山ができております。

これは、上段の18日の宮崎市内の有料老人ホー

ムにおける集団感染を含む19名の感染者が確認

されたためです。

７月25日には県内の警報レベルをレベル２の

特別警報に引き上げ、翌26日には、警報レベル

をレベル３とし、感染拡大緊急警報を発令し、

翌27日には西都市・児湯郡圏域の接待を伴う飲

食店に対し休業要請を行っております。

30日には、県内全域における接待を伴う飲食

店に対し休業要請を行うとともに、新型コロナ

ウイルス対策特命チームを設置しております。

８月17日には、休業要請を解除するとともに

飲食業関係団体と県及び市町村でガイドライン

遵守に関する共同宣言署名式を開催しておりま

す。

８月31日には新たな感染者数が落ち着いてき

たことから、感染拡大緊急警報を解除したとこ

ろです。

委員会資料の５ページにお戻りください。

表の相談・検査状況ですが、10月19日まで宮

崎市保健所分を含み、相談件数が４万2,593件、

うち一般相談が１万1,765件、帰国者・接触者相

談センターへの相談が３万828件です。ＰＣＲ検

査件数は8,725件で、うち陽性が346件です。な

お、医療保険でのＰＣＲ検査、あるいは抗原検

査も実施されておりますので、医療保険での陽

性確定が20件となっております。

第２波への対応のまとめ、季節性インフルエ

ンザ流行期へ備えた発熱患者への外来診療・検

査体制整備等につきましては、10月９日に第６

回目の新型コロナウイルス感染症対策協議会で

御意見をいただき、14日の第19回目の対策本部

会議で決定しております。

６ページを御覧ください。

第２波への対応のまとめの概要となります。

、 、１の感染状況ですが 第２波につきましては

県外との往来等により県内に入ってきたと思わ

れるウイルスが、会食や家庭、職場等で広がっ

ており、接待を伴う飲食店や高齢者施設でクラ

スターも発生しております。

症状の重症度は、肺から酸素がどの程度血液

中に取り入れられているかで区分しております

が、全く症状がない場合や発熱などの症状はあ

るものの酸素は問題なく取り入れられている軽

症、酸素の取り入れが少し低下しているけれど

も酸素投与を必要としない中等症Ⅰが約９割、

。酸素投与を必要とする中等症Ⅱが約１割でした

人工呼吸器が必要かＩＣＵの対応が必要な重

症者が４名、残念ながら亡くなられた方が１名

いらっしゃいました。エクモの使用者はありま

せんでした。

第２波については、積極的疫学調査に基づく

徹底したＰＣＲ検査の実施や医療体制で整備し

ました感染症指定医療機関等の入院対応医療機

関の御尽力、感染拡大緊急警報の発令に伴う飲

食店等への休業要請や外食自粛等の要請に対す

る県民の多大な御協力により、何とか乗り切れ

たものと考えております。

７ページをお開きください。

７、８、９ページが具体的な検証結果となっ

ております。

まず、表の２列目の「取組と課題、分析・評

価」の欄にあります各項目の最初に丸印と三角
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印がありますが、丸印はある程度対応できたも

の、三角印は課題が残ったものと整理しており

ます。なお、三角印のうち、第２波の期間中に

対応したものについては、矢印で対応内容を記

載しております。

項目別で見ますと、検査体制の拡充について

は大きな課題はありませんでした。医療提供体

制の強化については、①の病床確保について、

病床数として確保はできていましたが、即応性

、が十分でなかったという課題が残りましたので

今回、病床確保計画を変更しております。

ページが飛びますが、先に14ページを御覧く

ださい。

フェーズ１の段階の即応病床数を120床か

ら161床へ増床して準備することとしました。

フェーズ２の段階は、200床から220床へ、フェ

ーズ３の段階では、240床を246床へ増床してお

ります。

15ページをお開きください。

フェーズ３の段階での２次医療圏ごとの病床

数となります。

申し訳ありません、７ページにお戻りくださ

い。

②の入院調整ですが、障がい者や高齢者で介護

が必要な患者さんにつきましては、入院の調整

がかなり困難になっています。⑤の疑い救急患

者の受入対応ですが、搬送困難事案を減らすべ

く疑い患者受入れ救急医療体制確保事業に取り

組んでいるところです。

８ページを御覧ください。

保健所等の対応力強化ですが、業務負担が集

中した保健所には、福祉保健部や他保健所から

職員を派遣したり、市町村から職員の応援をい

、 。ただいたり 一部業務の外部委託を行いました

また、県庁内には特命チームを設置しました。

なお、今月20日には感染症対策室に新型コロナ

ウイルス対策担当を新設したところです。

市町村との連携・情報共有及び県民に向けた

情報発信の２項目につきましては、課題が大き

かった項目となりました。記載にありますよう

に、市町村とはホットラインを設置するなど、

また、県民への情報提供では県ホームページの

コロナ特設サイトにおいて幾つか工夫を行った

ところですが、今後もしっかり対応していきた

いと存じます。

９ページをお開きください。

感染拡大緊急警報、行動要請等の対策パッケ

ージですが、県の対応方針で定めた取組を実施

できたものと考えております。

クラスター等発生への対応ですが、②の高齢

者、障がい者施設等でのクラスター等につきま

しては、感染された入所者の入院調整のみなら

ず、サービスを提供する職員が不足する場合の

対応に課題が残りました。これについては、現

在、介護人材等の応援派遣の仕組みづくりを進

めているところです。

10ページを御覧ください。

上段は、ＰＣＲの実施件数と陽性率、下段は

直近１週間の人口10万人当たりの感染者数の推

移となっています。

11ページをお開きください。

上段は、圏域ごとの感染者の人数とピーク時

の人口10万人当たりの感染者数、下段は、年代

別の感染者の割合となっております。

12ページを御覧ください。

上段は、感染の要因別の割合、下段は、圏域

及び県全体の警報レベルの推移となっておりま

す。

13ページをお開きください。

全国の感染流行地域・感染注意地域の推移と
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なります。

ここまでが、第２波への対応のまとめの概要

です。

ページは飛びますが、16ページを御覧くださ

い。

今月24日から施行されました入院の勧告措置

になります。

３の改正内容の（１）の④にありますよう

、 、に 65歳未満で基礎疾患等がない方の場合には

。症状が重度または中等度の方のみとされました

ただ、⑤にありますように、医師が必要と認

める場合や⑥にありますように、都道府県知事

が蔓延防止に必要と認める場合には、無症状や

軽症でも入院勧告措置は可能ですし、２の改正

の趣旨の米印にありますように、無症状や軽症

で入院が必要でないと判断された方にも宿泊療

養、適切な者は自宅療養を求めることになりま

す。なお、都道府県知事が蔓延防止に必要と認

める場合や宿泊療養の括弧の中にあります自宅

療養が適切な者につきましては、新型コロナウ

イルス感染症対策協議会の御意見を伺いながら

検討してまいりたいと思います。

次は、季節性インフルエンザ流行期に備えた

。発熱患者の外来診療検査体制の整備になります

17ページをお開きください。

国が示しています検査体制の拡充に向けた指

針の概要です。中段に記載があります検査の需

要につきましては、第２波への対応から濃厚接

触者やクラスター発生時などの新型コロナ固有

の需要を約500件、インフルエンザピーク時の検

査件数を約4,000件、合計4,500件が１日最大見

込まれると予測しております。

18ページを御覧ください。

18、19ページが本県におけます診療・検査医

療機関の整備方針です。

１の基本的な考え方にありますように、かか

りつけ医等の地域で身近な医療機関のできる限

り多くに診療・検査医療機関になっていただけ

るよう、県医師会の御協力をいただきながら対

応しているところです。

20ページを御覧ください。

症状のある方の相談・受診の流れの図になり

ます。

まず、相談は、かかりつけ医等の地域で身近

な医療機関で受けていただき、そのまま診療・

検査をお願いするか、できない場合には、診療

・検査医療機関を案内していただくことになり

ます。

以上が今後の対応になります。

21ページをお開きください。

県の対応方針の変更についてです。

３の全県下の感染状況と対応例に感染拡大緊

急警報を追加したため、以前は緊急事態宣言発

令前に感染症対策協議会の意見を聞くこととし

ていたものを、感染拡大緊急警報発令前にも意

見を聞くことを追加したものです。

23ページをお開きください。

最後に、緊急小口資金・総合支援資金につい

てです。

下の表にありますように、10月16日までで緊

急小口資金は5,564件の約10億円、総合支援資金

は3,090件の約20億円の実績となっております。

福祉保健部からの説明は、以上になります。

。○川北教育政策課長 教育政策課でございます

資料の25ページでございます。

県立学校における新型コロナウイルス感染症

への対応について御説明いたします。

、 、 。まず １ これまでの主な経過でございます

県立学校におきましては、大きく分けて４回

の臨時休業を行っております。まず、２月末、
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総理大臣の全国一斉臨時休業の要請を受けまし

て３月２日から春休み前日まで県立学校を臨時

休業といたしました。

４月１日から教育活動再開ということでござ

います。また、政府の緊急事態宣言の対象地域

が全国に拡大されたことを受けまして、４月21

日から５月24日まで県内一斉臨時休業を実施し

ております。

５月25日の学校再開からは、国の新しい生活

様式を参考としました県立学校における新しい

生活様式に基づきまして感染拡大防止対策を徹

底しております。

その後、７月に入りまして県内における新規

感染者が増加いたしましたことから、７月27日

から西都市・児湯郡圏域、８月３日から延岡市

・西臼杵郡圏域の特別支援学校、そして、３年

生を除きまして県立高校を夏休み前日まで臨時

休業としたところでございます。

２のこれまでの主な対応でございます。

新型コロナウイルス感染症によりまして様々

な影響を学校でも受けてきております。感染及

びその拡大リスクを可能な限り減らした上で学

校運営を継続させる、その両立のため様々な対

応を取ってまいりました。

まずは （１ 、先ほども触れましたが５月の、 ）

学校再開の際、県立学校における新しい生活様

式を作成し、県立学校に周知をしております。

新しい生活様式の内容でございますが、ここ

にございますとおり家庭と連携した検温やマス

ク着用など10項目を示しまして対策の徹底を指

導してまいりました。

続きまして （２）のＧＩＧＡスクール構想の、

加速による学びの保障でございますが、①にあ

りますとおり、国が進めるＧＩＧＡスクール構

想において端末につきましては、小中学校では

１人１台、高等学校では３人に１台の目標値を

置きまして整備が進められております。

本県の市町村立小中学校におきましては、令

和３年度末までに、また、県立学校におきまし

ては、本年度末までに整備が完了する見込みと

なっております。

また、②のとおり、県立学校においては、校

内ＬＡＮの高速大容量化、さらに③のとおり県

立学校におきまして教室等に壁掛けプロジェク

タ、大型ディスプレイの設置などＩＣＴの環境

整備を進めているところでございます。

今後、全ての県立学校でＩＣＴを活用した効

率的、効果的な授業、そして、密を避けた教育

活動を実施する環境が整ってまいりますので、

児童生徒の学びの保障に向けまして一層努力を

してまいりたいと考えております。

続きまして （３）施設改修等でございます。、

県立学校等におけます衛生環境改善のため、

トイレの洋式化を推進したところであります。

４月の段階では県立高校等の洋式化率は25.2％

でございましたが、９月補正後の見込みではあ

りますが、今後、45.9％まで洋式化率を高めて

まいりたいというふうに考えております。

、 、 、また 次の丸でございますが 県立学校39校

約800か所の予定でトイレ手洗いの自動水洗化を

進めているところでございます。

こうしたことによりまして、学校における衛

生環境の改善、併せまして県立学校の魅力向上

という部分にもつなげることができるものと考

えております。

次の丸でございますが、みなみのかぜ支援学

校高等部の教室不足解消のため、10教室を増築

する設計を行うこととしております。

また、次でございますが、学校におきまして

は、コロナの影響によりましてインターンシッ
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プなど校外での専門技術習得のための学習機会

が減少しましたことから、農業・工業・水産な

ど産業教育の学科を有する県立高校におきまし

ては、例えばＧＰＳトラクター、小型実習船、

そういった実習設備の整備を行っているところ

でございます。

最後の丸でございますが、登下校時の密集状

況回避のために特別支援学校のスクールバス増

便も行っております。

（４）のその他でございますが、授業時数の

確保のため、各学校の実情等に応じまして行事

等の見直し、夏季休業期間の短縮等を行ってお

ります。

また、次でございますが、例年どおりの開催

が困難となりました県高校総体、高校野球選手

権宮崎大会、県中学校総合体育大会の代替大会

を開催しております。こうした大会の実施によ

りまして、最終学年の生徒が運動部活動の成果

を発表する場の確保、併せましてスポーツ分野

での生徒の進路選択の幅を広げることにもつな

がったのではないかと考えております。

次の丸でございますが、コロナの影響を踏ま

えたきめ細かな指導等を行うために、授業準備

の補助など公務を支援する非常勤の職員であり

ますスクール・サポート・スタッフを増員して

おります。

、 、その他 一部の教職員研修のオンライン実施

最後の丸でございますが、来年２月、３月に実

施する県立高校入試の出題範囲を臨時休業の影

響、生徒の習熟度を考慮しまして縮小をするな

ど様々な対応を取ったところでございます。

最後に、３の今後の対応等についてでありま

す。

今後もウイズコロナ、アフターコロナ時代に

おけます県立学校の新しい形を模索し、実践を

していく必要があると考えております。

特にＩＣＴ環境におきましては、本年度整備

が加速をしております。今後は、教師がＩＣＴ

を活用した質の高い授業が実践できるようなソ

フト面の充実、そして、教育現場におけるＩＣ

Ｔを活用した学習活動等にこれまで以上に取り

組んでまいります。

説明は以上でございます。

ありがとうございました。○山下委員長

執行部の説明が終わりました。御意見、質疑

、 。がございましたら 御発言をお願いいたします

。○坂本委員 ３点ほど質問させていただきます

まず、福祉保健部関係でＰＣＲ検査について

御質問します。

先日、この委員会の調査で宮崎市の保健所に

参りましたけれども、そのときに市の保健所の

担当にもお聞きしたんですけれども 統計を取っ、

ていないということでお答えいただけなかった

件が一つありまして。ＰＣＲ検査について、感

染発症した患者さんの周りの濃厚接触者の検査

が当然あると思うんですけれども、それ以外に

御自身が症状を自覚して病院に行かれて、そこ

から紹介されて検査を受けられるケースの割合

です。感染者からの追いかけの検査とそれ以外

の検査の割合というのはどれぐらいなのかとい

うのを教えていただきたいと思っているんです

けれども。

今、手持ち等で、確かな○川越健康増進課長

数字を振り分けているわけでございませんけれ

ども、今回、第２波の場合につきましては、症

状があって医療機関にかかって、それから検体

を医療機関から出していただいて検査したとい

うケースよりも、今回、クラスターが発生した

ような場所の利用者、そういった方をより積極

的に検査を行いましたので、ざっくりとした印
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象で言うと そういう濃厚接触者とか そういっ、 、

た形での検査のほうが多かったのではないかと

考えているところです。

こういう質問をしますのが、私た○坂本委員

ちは検査の数とか、そういったことから県内の

感染状況を知るしかないわけです。やはり、途

中、感染が激しかった頃に、風評であったり、

そういったところからなかなか検査を受けにく

いようなそういう空気もあったのかなという、

そういう印象を持っていまして、それで、実際

に一般の方、濃厚接触者関係ではない方たちが

どれぐらい検査をされたのか、統計を取る、調

、査する必要があるのかなと考えたものですから

こういう質問をさせていただきました。

、 、 、それから ２点目ですけれども 今後の検査

医療機関の体制について18ページで資料を頂い

ておりますけれども、実際、医療機関の方から

御相談を受けた内容なんですが、かかりつけの

医療機関、身近な医療機関で実際に患者さん、

発熱の方を受け入れる場合に、動線の確保とか

いろいろ条件が書いてありますけれども、この

ピーク時の4,500件の検査を必要としているとい

うことになると、かなり身近なところで医療機

関が必要になると思うんです。

そうなったときに、患者さんが来る中で待つ

スペースがない場合に、入り口の外で待ってい

ただかなければいけないとか、駐車場で、車の

中で待機してもらわないといけないとか、現実

。 、的にやはりそういう問題が想定されると 当然

体調が悪いから来られているわけで、その方た

ちが冷えないようにとか、これから寒くなりま

すので、そうしたときに、恐らく病院側で暖房

を用意したりとか、そういう場所をつくるため

にテントを張ったりとかそういうことが考えら

れるけれども、そこに対しての費用等の助成と

いうのは今後考えていらっしゃるのかという、

そういった質問なんですけれども。

医療機関に対する感染防○川越健康増進課長

御の支援につきましては、国の交付金を活用し

た支援金で１施設200万円という制度 がござい※

ますので、その中で感染防御のためのパーテー

ションをつくったりとか、そういったものが可

能な資金というのは用意はされています。これ

は全ての医療機関が申請すれば受けられる制度

になっています。

今、委員おっしゃったように、できるだけ多

くの医療機関にこの診療・検査医療機関になっ

ていただくということが大事ですので、県とし

ましては先ほど次長が申し上げましたように、

県医師会、あるいは市郡医師会と保健所、そう

いったところで話合いを重ねておりまして、現

時点では約200ぐらいの医療機関が手を挙げてい

ただいているということです。大体1,000ぐらい

の医療機関に案内をして200ぐらいの医療機関が

、手を挙げていただいているという現状ですので

ある程度の医療機関は協力していただいている

のかなと考えているところです。

最後の質問ですけれども、教育委○坂本委員

員会がお見えになっていますので、お聞きしま

す。

県立高校の修学旅行について、直近で私も問

合せをいただいたものですから、そのままお聞

きしますけれども、実施、変更はあるかと思う

んですけれども、中止等も含めて実施状況を教

えていただけますか。

９月15日の段階での現状○押方高校教育課長

になりますけれども、県立高等学校で中止をし

。 、 、たのが２校でございます そして 県内を予定

県内に変更したのが５校、県内を含めて検討中

※９ページに訂正発言あり
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が２校、あと26校はまだ現在検討中ということ

で動いているところでございます。

恐らく、この中止になった２校の○坂本委員

方だと思うんですけれども、第２波、それから

第２波直後の 感染に関してかなり警戒感をもっ、

た、敏感な時期での検討ということもあったと

思うんですが、今、人の行き来についていろい

ろと状況の変化があって、この関係者及び計画

に携わった業者の方を含めて再考をお願いした

。 、いというそういったお声があるんです それで

検討中のところも含めて今のＧｏＴｏトラベル

とかＧｏＴｏキャンペーンのそういった流れも

踏まえた上での再考の今後の予定等ありますで

しょうか。

、 、○押方高校教育課長 今 聞いておりますのは

中止になった高校については、修学旅行ではな

くて宿泊研修を県内で企画したりとかそういう

ような学習も含めた、そういうことで、今、企

画中というように伺っております。

また、県内を含めて検討しているところは、

ほとんど九州内とか、九州から少し出る山口、

もしくは四国あたりまでの範囲での検討をして

いるということですので、具体的には12月とか

１月、もしくは遅くても３月の実施予定もござ

いますので、今、再検討を続けているというこ

とになろうかと思います。

すみません、先ほど感染○川越健康増進課長

防止のための助成金、これについては、有床診

療所、ベッドがある診療所が200万円で、無床診

療所は100万円ということでした。なお、この対

象経費については、個人防護具の購入費だとか

清掃機だとかそういったものが対象になるとい

。 。うことでございます 訂正させていただきます

ＰＣＲ検査体制ですけれども、ピ○坂口委員

ーク時4,500人に対しての具体的な、どこがどれ

、 、ぐらい対応できるというのが 決まっておれば

それを具体的に。

基本的には、まず行政検○川越健康増進課長

査と保険診療検査があるんですけれども、行政

検査では県の衛生環境研究所で約200件と、あと

宮崎市保健所で144件、ページで言いますと19ペ

ージになります。

結局、我々自分だけが知りたいん○坂口委員

じゃないから、県民の人に具体的に体制ができ

ていますよと、そういった判断材料としての説

明を。

すみません、失礼しまし○川越健康増進課長

た。県の衛生環境研究所で約200件。宮崎市保健

所で144件。あと、いわゆる民間の検査機関、県

内で検査できる民間検査機関が２か所あります

、 。けれども ここは最大で約2,000件検査できると

あと、検査ができる医療機関、延岡や都城の急

病センターとか、そういう検査ができる医療機

関で約250件、そして、医療機関でその場で検査

できる、抗原検査キットというのが、今できて

いますので、それで大体2,000件程度を検査でき

るんではないかというように考えていまし

て、4,500件の検査が可能であるというように考

えております。

具体的には、ピーク時の本当にピ○坂口委員

ーク時、過去の事例から見てあり得る最大の数

字にも対応できるものが整備できましたという

理解でいいんですね。

はい、そのとおりでござ○川越健康増進課長

います。

そうすると、今後ちょっと療養先○坂口委員

が変わって、自宅での療養というのがかなり増

えるということになっているんですけれども、

このときの基本的なガイドラインというか、モ

デル的な自宅での療養の在り方、共通ルール、
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これだけは最低限というようなルールが、何ら

かの整理ができるんですか。

先ほど説明がありました○川越健康増進課長

ように、これまで患者については法令上は原則

入院と。ただ、通知によりまして宿泊療養施設

で療養、もしくはやむを得ない場合は自宅療養

ができるとされていたんですけれども、今回、

政令の改正によりまして、法令上、重度とか、

あるいは中程度、あるいは重症化リスクのある

方、そういった方に限定されるということにな

ります。

ただ、先ほど次長が申し上げましたように、

入院が必要でない方についても原則として宿泊

療養施設を県としては進めていきたいと考えて

いるんですけれども、やむを得ない場合に自宅

での療養という場合もあるのではないかという

ように考えております。

そのときの具体的な自宅療養の考え方につい

、 、 、ては 明日 コロナ対策協議会がありますので

そこで委員の皆さんの御意見もお聞きしながら

決めていきたいというように考えています。

ただ、心配されるように感染拡大防止が最も

大事ですので、やはりそういう蔓延防止に資す

るというか、それを守っていただくというのが

まず大前提ですし、それに対していろんな支援

をどういう形でできるのかといった旨について

も考えていって整理をしたいというように考え

ております。

感染拡大防止というのは今後の課○坂口委員

題としてといいますか。米軍は50人のシャワー

は駄目だということを内部で決めているという

か、それを一つの目安としています。こういっ

た場合に自宅ではこうですよという、それぞれ

の間取りなり、家族構成なりあるでしょうけれ

ども、共通的なモデルというのはやはり示して

あげないと。過剰な対応・判断、そこまでは心

配ないんだというようなもの、ここまではしっ

かりしなさいという最低ラインというのを示す

必要があるのかなと思うんです。これは、今後

の課題としてお願い。

いいですか、もう一つ。

７ページの出口対策です。リハビリ等という

のが今後の方向性として示されたんですけれど

も、報道でもありますけれども、後遺症でかな

り苦しんでおられる方があるということで、今

後対応するとなると後遺症に関しての知見とい

うものが一つ要るのかなと。

そういうものを、今、積み上げておられるか

ということと、今後、それについてはどういっ

た対応、御本人の対応が必要になってくるのか

ということ、こういう人たちを引き続き指導な

り、あるいは治療が必要になった場合の今後の

受皿側の対応。これらについては、何らかのも

のが今後出てくるんですか。

おっしゃったように後遺○川越健康増進課長

症といったものについては、どういう症状があ

るか、それに対する治療法はどうなのかといっ

たものは、今、知見がだんだん出てきています

ので それに関する医療機関への情報提供といっ、

。たものを進めていく必要があると思っています

また、一方で、例えばコロナの関係で人工呼

吸器をつけたりして、長い間寝たきりだったと

いう場合に、運動機能といいますかそういった

ものは衰えるといった場合がありまして、それ

に対するリハビリというか、そういったものの

目的のために転院が必要な場合があるというよ

うに考えています。

そういった場合に、一定の退院基準というの

があり、今、症状がなくなって10日たった場合

はもう検査をせずに退院できるという基準に
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なっていますので、そういった退院基準に達し

てもう感染の恐れがないという方については、

一般のリハビリができるような医療機関で受け

入れていただくようなお願いといいますか、そ

ういった転院のお願いといったものをきちんと

説明しながら、相手の医療機関にもこういうこ

とで転院をというのをお願いしながら、理解を

得ながら転院といったものも進めていく必要が

あると思っています。

一時期言われました「正しく怖が○坂口委員

る」というそういう考え方を基にすると、この

ことについての情報発信はやはりすごく大事で

す。だから、間違いないということが検証され

た情報については、小出しでもいいから、外向

きに県民の皆さんにしっかり伝えていく。こう

、 、いうときは やはり気をつけた方がいいよとか

より早くとか、こういうことはあり得るからと

いうような予備知識をたくさん与えておく必要

があるのかなと。

正しく怖がって安心していただくという、そ

のための情報の出し方というのを、今後、工夫

していただけるとという気がしますので、これ

は、要望にしておきますけれども。

関連して。今もどうやって県民に○ 原委員蓬

周知するかということだったんですが、先ほど

のかかりつけ医等の地域で身近な医療機関、20

ページですけれども、一回、自分のかかりつけ

医に聞いてみて、イエスかノーか、イエスなら

いいですけれども、ノーの場合はもう一回、そ

。こを聞いて尋ねて行かないといけないわけです

これは、もう全く無駄。もし自分が症状がおか

、 。 、しいときに 非常に急いでいるわけです 一回

一回、聞いて、駄目か、じゃあ、どこにすれば

いいんだというようなことだから。今既に手を

挙げていらっしゃる医療機関、そして、これか

ら引き続きあるんでしょうけれども、それは随

時、ここができますよというものを、県民の皆

様に一覧表でお知らせしていたほうがいいのか

なと思うんだけれども。例えば検査できない医

療機関があったとして 一回 一回聞かれて で、 、 「

きません 「いや、できません 、これ大変じゃ」、 」

ないですか。

医療機関の公表につきま○川越健康増進課長

しては、医療機関、あるいは地元医師会等の同

意が必要ということですので、我々としては、

先ほどのポンチ絵にありましたように、まずか

かりつけ医に電話で相談をしていただきます。

医療機関に対しては、どの医療機関ができるか

という情報共有をしたいと考えています。

かかりつけ医に電話をしていただいて、自分

のところではできないけれども、ここの医療機

関ならできるという案内を、そこのかかりつけ

医でできるようなそういう仕組みをつくってい

きたいというように考えています。

仕組みとしてはそういうことで、○ 原委員蓬

検査が出来なくても、ここができますよという

ことはお知らせしていただけるように医師会と

の話はしっかりできるということなんでしょう

けれども、そのことが無駄じゃないですか。

最初からここができると分かっていれば、い

ざ自分がおかしいとかがあったときは、そこに

直接行けばいいわけじゃないですか。これは無

駄だと思うんだけれども、どうでしょう。こう

いうときはスピードでしょう。

、○川越健康増進課長 公表の在り方については

医師会等ともいろいろ話をしていく必要がある

と思っています。

ただ、例えば公表できる医療機関が少ないと

きに、そこに集中してしまうという懸念も一方

ではあることから、今のところは医療機関同士



- 12 -

令和２年10月27日（火曜日）

の情報共有をしっかりして案内できるようにし

ましょうというやり方で、まずはやっていきた

いというように考えています。

集中するからということか、分か○ 原委員蓬

りました。集中するからね。

今ほどの話題なんですけれども、○岩切委員

受診・相談センターは、今のところ20ページで

は仮称となっているんですけれども、まさに保

健所さんなどがその役割をするという認識でよ

ろしいのか。その場合の24時間という問題など

の対応はいかがなものなのか教えてください。

今、帰国者・接触者相談○川越健康増進課長

センターということで、いわゆる民間に委託し

てコールセンター的な業務を担っていただいて

いるところがありまして、24時間対応していた

だいていますので、ここに引き続きこの機能を

持っていただくということで委託をしていきた

いと考えています。

昼間でしたら、保健所に電話されるというこ

ともあるかと思いますけれども、まずは身近な

かかりつけ医さんに御相談していただいて、そ

こからうまくつながるようなやり方でやってい

きたいというように考えているところです。

実は、健康なものですからかかり○岩切委員

つけ医を持たなくて。でも、何かの関係でこれ

はかかったんじゃないかと思ったときに、高い

熱が出たなと思うときに真っ先にかかりつけ医

にどうぞというお話を聞いていても、どこがか

かりつけ医か自分には認識がないということに

なりますと、この受診・相談センターというと

ころになろうかと思いまして、それが今から準

備されるということですね。

はい。これまでもいわゆ○川越健康増進課長

る相談センターとして委託をしておりましたの

で、11月以降もこの受診・相談センターという

名称で委託を引き続きしていきたいというよう

に考えております。なお、かかりつけ医といい

ましたけれども、身近な医療機関と考えていた

だければいいと思いますので、よろしくお願い

します。

身近な医療機関、近所の医療機関○岩切委員

という理解でいいんだよということで安心しま

した。

そこにかけて 「うちでは厳しいからどこどこ、

」 、に相談してください という案内が返ってくる

そのタイムラグ。こちらは発熱があっている状

態とすればきつい思いをするなというところは

ありますけれども、そういうシステムで行こう

。 。と思っているということですね 分かりました

立て続けに申し訳ありません。16ページ。数

日前に施行されたことになっておりますが、入

院の勧告措置ということですけれども。ニュー

、ス等でしか私自身は知り得ないんですけれども

新型コロナウイルスの症状が比較的軽度な方が

増えているという認識、または比較的軽い症状

で終わっていくという理解、重症化しやすいと

いう初期の段階の雰囲気よりはずっと軽い風邪

というイメージに変わってきているように思う

んですけれども、そういうような全体理解でよ

ろしいのかということと。この自宅療養を求め

ることとするという曖昧な表現がありますが、

どこか都会で言うことを聞かずに出歩いていた

と、コンビニに行っていたとか、または、自分

の欲求を満たすために施設管理者に暴力をふ

るって飛び出したとか、そんな話題があるんで

すけれども、この考え方はそういう厳しい制限

を緩和するんだという理解になってしまうのか

どうか、その辺りを少し教えていただければあ

りがたいです。

この改正の趣旨にありま○川越健康増進課長
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すとおり、医療資源を重症者や重症化リスクの

ある方に集中するというのが一つの大きな趣旨

で、こういう形になっております。

、先ほど委員おっしゃったところで言いますと

３の⑥番です 「都道府県知事が新型コロナウイ。

ルス感染症のまん延を防止するため入院させる

必要があると認める者 あるいは ２ で 感」。 、（ ） 「

染症のまん延を防止するため必要な事項として

厚生労働省令で定める事項を守ることに同意し

ない者 、こういった者については、軽症や無症」

、状であっても勧告を引き続きできるという制度

法律の立てつけになっていますので、こういっ

たことも勘案しながら入院勧告という形を取っ

ていきたいというように考えております。

ありがとうございました。入院の○岩切委員

勧告の考え方は理解できました。

病状、新型コロナウイルス感染症という病気

そのものは軽いものなんだという理解が広まっ

ているのか、その辺りを教えていただけません

でしょうか。

こ○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

の病状をどう捉えるかは非常に難しいというよ

うに思っていまして、第２波では若い世代の方

が多いということで、重症に至る人が少なかっ

たということは事実なんではないかというよう

に思っていますけれども、全世界的には第２波

というか、高齢者がかかった場合の重症化率、

致死率がどうも下がってきているんではないか

という報告はありますけれども、例え下がって

、きたとしてもそれなりの方が亡くなられるので

やはり70代、80代とかの高齢者にとっては新型

インフルエンザよりは病状が厳しい感染症では

ないかというように私自身は考えております。

だから、若い世代の人は高齢者にうつさない

というか、やはりそういう努力は必要なんだろ

うと。高齢者はやはり守る必要があるんだろう

というようには考えています。

インフルエンザのいわゆる流行と○ 原委員蓬

ダブることを警戒されてということなんですけ

れども、今、巷間、聞いているとインフルエン

ザの予防注射をしている人が非常に多いのでは

ないかと思いますが、その状況、極論をすると

全県民、全国民がインフルエンザの予防注射を

してしまえばいいんじゃないかという素人考え

ですけれども、そんな気もするんですが、イン

フルエンザの今年の予防接種状況というのはど

のような状況なのか押さえておられれば教えて

いただきたいんですけれども。

今年度のインフルエン○有村感染症対策室長

ザの予防接種に関しましては、国が65歳以上の

方は10月頭から接種が可能というお達しを出し

まして、それに沿って行っているところです。

なお、10月になってからインフルエンザのワク

チンが市場に流通し出しておりますが、それが

一遍に、例えば全国で何千万本というように出

ているわけではなくて、順次供給されておりま

す。

今のところは、昨年の量よりもかなり多い量

を供給されますので、国が説明する話では十分

。 、足りるんじゃないかという話であります なお

現在、市中の先生たちも自分の昨年打たれた患

者さんとかそういう方を優先的にはされている

ということですけれども、やはりワクチンを打

つ際には予約をされて受診されるといったよう

なことをされれば順番は回ってくるかと考えて

おります。

十分に足りるという、その十分と○ 原委員蓬

いうのは、どこに合わせて十分というのか。い

わゆる希望された数に対して供給できるという

のを十分というのか。それとも、季節性のイン



- 14 -

令和２年10月27日（火曜日）

フルエンザが非常に流行ることを想定して、例

えば人口の何％ぐらいの人を目安にしていると

かいう、その辺りの十分の基準というのは何な

んでしょう。ごめんなさい、非常に素人の質問

ですから、原始的な、原理的な質問かもしれな

いけれども。

手元に何千万本という○有村感染症対策室長

数値を、今、持っておりません（ 考え方です、「

考え方」と呼ぶ者あり）けれども、全ての国民

がワクチンを希望しているわけではないという

ことで、例年、製造計画を立てて国はいろいろ

なワクチンメーカーにつくらせております。そ

れからすると、例年の量よりかなり多い数を製

造しているというように卸のほうからも説明を

受けたところでございます。

希望者に打つというのは当然、そ○ 原委員蓬

の需要を満たしていくということでいいと思う

んですけれども、こういうコロナという思いが

けないウイルスが出現してきて、それが一緒に

発生することを恐れているわけですから。であ

るならば、もっと増やして、より多くの人にイ

。ンフルエンザと同時多発になったら大変だよと

だから、今まで打たなかった人に対しても、例

えば65歳以上、いざかかった場合大変な人に対

してインフルエンザの予防注射をより多く接種

しましょうという、そうするような働きかけと

いうか行政的な施策というか、そういうことを

やっていくと、できるだけインフルエンザと同

時の発生を恐れるリスクは下がっていくんじゃ

ないかなと思いますが、その辺りの考えどうな

んですか、ドクターの御意見を。

イ○和田福祉保健部次長（保健・医療担当）

ンフルエンザで重症化しないためには、インフ

ルエンザの予防接種をするということは大変重

要だと思っています。

結局、インフルエンザで例えば入院とかが必

要になった場合に、その分医療機関は対応しな

いといけないので、その分がなくなればコロナ

に対応できる余力が残るという考え方になって

くるんだろうというように思っています。

それと、ワクチンの供給については、多分、

昨年度の実績とかメーカーがつくれる量とかが

ありますので、ちょっとうろ覚えなんですが、

宮崎県の供給量は29万本程度だったような気が

するので、２人分あるとすれば約60万人分ぐら

い供給されるんではないかなというようには、

ひょっとしたらちょっと数が間違っているかも

しれませんけれども、相当数を供給する方向で

国とメーカーは考えているということは間違い

ないと思います。

手元にある数字が全国○有村感染症対策室長

の数であるんですけれども、今年、令和２年と

しましては、この流行期に3,322万本計画されて

おります。昨年、実際使用された量というの

が2,825万本ということでございます。製造した

のは2,964万本製造されておりますので、昨年度

から約12％の増加というような供給量となって

おります。

基本的に必要な十分量が市中に賄えるという

ように国からは聞いておりますので、ぜひ安心

して、そのうち順番が回ってくるとは思うんで

すけれども、啓発に努めてまいりたいと思って

おります。

ですから、その必要な十分量とい○ 原委員蓬

うのがあくまでも手を挙げた人に対して十分供

給できるよということであって、本来は手を挙

げて予防接種をしていただければ重症化が防げ

る人たちっていっぱいいるはずだし、いるわけ

じゃないですか。だから、そこのところを行政

的に政策として、手を挙げたら打つんじゃなく
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て、その人には当然供給されるべきですけれど

も、そうでない人、インフルエンザを打たない

がために重症化をして、コロナが発生したとき

に、今、次長がおっしゃったようにベッドを押

さえてしまうとかあるわけだから、これを政策

としてより多くのそういうリスクが高いと思わ

れる人に対して、例えば補助制度を設けるなり

、 、して より多く受けていただけることにすれば

できるだけ一緒に発生することのリスクという

のは下がるんじゃないかなと、素人考えかもし

れないけれど単純に考えるんですけれども、そ

このところはどうなんでしょう。これは国の政

策に係ることかもしれないけれども、どうです

か。私が言っていることおかしいかな。

委員おっしゃるとおり、○川越健康増進課長

ワクチンを早めに接種して重症化しないように

、 、するといったことは大事ですので 県としても

これまでも例えば高齢者とかリスクのある方に

ついては、インフルエンザのワクチンを接種し

。ましょうという呼びかけをしているところです

今後ともインフルエンザのワクチンについて

はホームページ上でも、あるいはいろんな媒体

を活用してワクチンの接種といったものを呼び

かけていくといったことで重症化、あるいはコ

ロナとの流行蔓延期で重症化リスクを抑えると

いったものにつなげていきたいといように考え

ております。

今年は3,722万本、去年は2,900万○ 原委員蓬

本ですから600万本ぐらい増えているというの

、 、は 今年はそういうコロナの関係があったから

この600万本というのが増えたというように理解

していていいんですか。

国のほうもコロナとのイ○川越健康増進課長

ンフルエンザの流行期を見据えて対策を取ると

いうことですので、あと、国民の方もインフル

エンザワクチンを打ちたいという希望する方が

昨年より多いということを見越して、こういっ

た増産といったものに取り組んでいるというよ

うに考えております。

最後に一つだけ。予防接種を打ち○ 原委員蓬

ましょうという周知をするに当たって、インタ

ーネットとかありますけれども、高齢者はなか

、 、なかこれを使う人が少ないので 行政としては

、それで知らしめたつもりかもしれないけれども

受け手としてはなかなか 昔風のペーパーであっ。

たりとかそういうことでないと伝わらないこと

が多いということは頭において、ぜひ、やって

いただきたいと要望します。

。 、○外山副委員長 関連でよろしいですか 実は

ついちょっと前に日南市内の医療機関から聞い

たんですが、今年に限っては65歳以上をまず優

先すると、次は疾患のある方を優先すると。つ

まり、前年度、接種しておっても場合によって

は供給量が間に合わないかもしれないというこ

とを言われていたんですが、お話を伺っている

と十分な供給量があるとおっしゃるが、実は、

そういう医療機関があって。私の友人が今年は

受けられないと、足りないと言われたらしいん

だけれど実態はどうなんでしょうか。

委員がおっしゃるよう○有村感染症対策室長

に、そのような話も伺っているところではござ

いますけれども。先ほどから高齢者の方を一つ

の例として挙げているところですが、今、おっ

しゃったように基礎疾患を有するリスクの高い

人も当然順位としては上にございますので、そ

ういった方々が優先的に打っていただけるよう

に通知も出ておりまして、そういったもので周

知を図っているところでございます。

市場に流通する量というのは毎月、毎月、出

てまいりますので、どうしても10月、11月の頭



- 16 -

令和２年10月27日（火曜日）

に集中すると間に合わないといったことも当然

ございます。この季節を通じて、先ほど申し上

げましたように見込量として3,322万本流通する

ということを聞いておりますので、今後の市場

での流通に期待していただければと思っており

ます。

先ほどから出ていますインフルエ○内田委員

ンザに関しての関連の質問になります。

先日、県の医師会に特別委員会で行かせてい

ただいたときに、インフルエンザ流行期におけ

る発熱患者の外来診療と検査体制についてお話

を伺ったんですけれども、現在、253の病院で検

査ができる体制があるというような御説明の中

で、体制がよくできているところに対しての支

援について、補助金についてのドクターからの

説明の中で、１日当たり20人を上限とするとい

う算定方法があって、７時間の体制確保であれ

ば補助上限額が26万9,000円となる、２時間であ

れば７万7,000円であるというような御説明の中

で、たくさん患者さんを受け入れた場合は補助

がどんどん減ってきて使命感でしかやれないと

いうような御説明があったんですけれども、い

ま一度そのときに不明なところもあったので、

この支援補助金について説明をお願いしたいと

思います。

今回の診療・検査医療機○川越健康増進課長

関を増やすに当たりまして、国が10分の10の支

援制度をつくったんですけれども、これは、い

わゆる体制を確保していただくための支援金と

いうことで 先ほどありましたように１日最大20、

人受け入れますよと、うちの医療機関では毎日

、 、７時間 20人最大受け入れますよという場合に

その体制を取ってもらったことに対する支援金

といった性格になっています。

実際、患者さんが来ますと、その方はいわゆ

る診療報酬で費用が医療機関に支払われますの

で、実際来たら診療報酬できちんと収入を得て

くださいと。いわゆる病床で言うと空床確保の

ような形で、空床確保も同じ考え方なんですけ

れども、体制を取って空けておいた病床につい

て補助金を払うと。

実際、患者さんが入ったら、そこの部分は診

療報酬で支払われるということと同じような性

格というように考えていただければいいと思い

ます。ですので、20人来たら、その体制を確保

している部分についてはなくなるんですけれど

も、その代わり診療報酬として医療機関に収入

があるというように理解していただければいい

と思います。

今の説明を聞けばドクターの方々○内田委員

も何となく理解できるんじゃないかと思うんで

すけれども、まだそこの理解をいただけていな

いんじゃないかというのをすごく不安に感じた

のと、そういうドクターたちの今の理解の下で

進んでいくと受入れを拒んだりということにな

らないかということも感じたんですけれども、

御理解を十分いただけていると思いますか。

、○川越健康増進課長 そういう制度については

いろいろな説明会等でも御説明したところなん

ですけれども、やはり医療機関に御意見をお伺

いすると、結局、その制度では患者を診るイン

センティブにならないんじゃないかと。結局、

患者さんを入れれば入れるほど、形上は補助金

は減るわけですので、インセンティブにならな

いんじゃないかというような御意見を伺ってい

ます。

ですので、患者さんを受け入れれば受け入れ

るほどたくさん支援金が出るような制度といっ

たものがいいんではないかということで、日本

医師会等も厚生労働省等へ要望をしているとい
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うようには聞いていますけれども、国のいわゆ

る制度的な考え方、予算の考え方として、やは

り一方で診療報酬があるという部分で、そこの

整理の中で体制を確保したところに対して支援

をすると。実際、患者さんが来たら診療報酬で

収入を得るというような制度になったというよ

うにお聞きをしております。

19ページに、指定は10月中の目標○岩切委員

として220とあるんですけれども、現状、どんな

状況でしょうか。

先ほど内田委員からあり○川越健康増進課長

ましたように、県と医療機関と契約していると

ころがその当時220ということだったので、220

を一つの目標にしておりまして、現時点で、先

ほどありました約200の医療機関がこの診療・検

査医療機関として手を挙げていただいていると

いう状況になっております。

220に対して200ということで、ほ○岩切委員

ぼ目標を達成しつつあるという状況と伺いまし

た。

先ほど内田委員からあった質問と同じ立場に

。 、なるんですけれども 医師会にお尋ねした折に

例えば診療所の駐車場に発熱の患者さんのため

のスペースをつくれば、そこに当然スタッフが

必要になると。そこに20人以上の患者さんを受

け入れるということは、スタッフを割っていか

なくてはならないと。急にスタッフを倍増する

こともできないのに、こちらの駐車場のスペー

スに30人、40人と患者様が来れば、当然、充て

るスタッフも増やさないといけない。

診療報酬は当然入ってくるんだけれども、た

くさん来る患者さん こちらは普通の診療があっ、

て、こちらは発熱診療があって、それに対応す

るほどのスタッフを配置するような補助にはな

らないんだという趣旨のことを聞かせてもらい

ました。

県として発熱外来という県民の最大の不安に

対応する診療体制を構築しようとすれば、やは

り、その辺りの医療機関のジレンマにきちっと

答える必要があるのかなというように、医師会

と議論をする中で感じたところでございます。

その辺りは、これから医師会と厚生労働省、

さらには県もいろいろお考えになっていくとこ

ろかなというように思っておりますけれども、

その200か所のところで特徴的に、例えば自らの

駐車場を潰してテントを立てているとか、プレ

ハブを立てているとか、目立って発熱外来の受

入体制を整えていらっしゃるような事例があれ

ば教えていただきたいと思いますけれど、いか

がでしょうか。

今回の200件というのは、○川越健康増進課長

いわゆる総合的な病院もありますし、いわゆる

近所のかかりつけ医、本当の診療所というとこ

ろもございます。大きいところは駐車場にプレ

ハブをつくったりとかして対応できるところも

ある、今、やっているんですけれども。やはり

小さいところになりますと、駐車場での検体を

取ったりというのが多くなるんじゃないかとい

うことは考えています。

ただ、すみません。今、具体的にどこの医療

機関がどういう体制を取ったというところまで

、細かく把握しているわけではございませんので

今後、具体的にどういう取り方をすればより安

全なのかといったものについても、医療機関と

十分相談しながら、こういう検体の取り方だっ

たらより安心だよねというような、そういう考

え方も一つ示していけたらというように考えて

いるところです。

今、医療機関の対応の件が論議○前屋敷委員

されておりますけれども、とりわけピーク時に
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保健所をはじめとして県の職員の皆さん方の本

当に御努力といいますか御尽力があったと思い

ます。

それと併せて医療機関の方々も大変な御苦労

をしていただいて、何とか今、宮崎県では収束

しているという状況にありまして、これまでも

国の制度としても医療機関、またドクターやナ

ースの皆さん方、従事者の方々への慰労金とい

いますか危険手当といいますか、そういったも

ので支援をするという制度が行われてきたんで

すけれども、今、状況としては、県内各医療機

関に対してどういう状況にあるのか現状を聞か

せていただきたいと思います。

まず、医療機関に対しま○山下福祉保健課長

す慰労金の関係について、私のほうでまず御報

告させていただきますと、10月末現在の状況で

約８割の医療機関から申請が来ているというこ

とでございます。

また今後、残りの医療機関についても申請し

ていただけるように、また働きかけてまいりた

いと思っているところでございます。

いわゆる、これは申請制度なの○前屋敷委員

で、申請がない限りは支給はされないというこ

となんです。話によると、その申請項目も非常

に多岐にわたっていて複雑だというようなお話

も聞いているところです。

とりわけ医療に従事される皆さん方、御家族

も含めていろいろな風評被害だったり、ストレ

スを抱えて毎日、本当に大好きな介護だったり

看護だったり、そういう仕事が嫌にならざるを

得ないみたいな、本当に切実なお話もたくさん

耳にしたところなんです。

ですから、一時期は医療崩壊なども話が出さ

れるという本当に大変な事態だったので、その

辺のところはしっかりと受け止めて。今、当時

より問題提起はなされていないようなんですけ

れども、やはり夏場は職員の皆さんへの夏の手

当、ボーナスあたりも相当のカットがされたり

とか、そういう一番苦労しているところに働く

皆さん方が、そういう状態だというのは、やは

りそのまま放置はできないというように思って

いたところです。

夏を何とか乗り切り、今度は冬場に向けて、

冬のボーナス、手当というところに来ますが、

ずっと受診が控えられたりして、医療機関では

経営状況も大変な事態がまだ収まっていないん

じゃないかと思います。

ですから、一つ一つの医療機関に対して、県

としても十分そこのところは把握して、医療崩

壊につながらないよう医療機関を元に戻すとい

いますか、それがひいては県民の皆さんの命と

健康につながる問題ですので、そういったとこ

ろをしっかりと把握もしつつ、この制度も十分

活用して、安心して医療現場で働いていける、

病院経営もしっかり進められるというところで

努力していただきたいというように思います。

今、第２波が宮崎では収束といいますか、落

ち着いている状況なんですけれども、全国を見

たり、世界を見ると、まだまだ安心できる状態

ではありませんので、そういった点では気を緩

めることなく、医療の現場の皆さんと一緒に、

いろいろな連携も取りながら対応していただき

たいということを強く申し上げておきたいとい

うように要望しておきたいと思います。お願い

します。

いろいろ議論をしていただいて、○井上委員

。そして御苦労に感謝を申し上げたいと思います

２点だけお伺いしたいと思うのですが、コロ

ナの疑いを含めて搬送困難の事案というのが発

生していますが、ここが一番、非常に気になる



- 19 -

ところで、今の現状とそれから今後どのように

細かく具体的に対応されるつもりなのか、そこ

を教えていただきたいと思います。

疑い患者が救急医療施設○小牧医療薬務課長

などに搬送されたときに、第２波においても、

やはり一定数、なかなか受入先が決まらないと

いう事例がこれまでにあったということは消防

本部等から我々もお伺いしております。

それで、そのために我々としては疑い患者を

受け入れる医療機関の登録というのを進めてお

ります。救急告示施設という救急病院・診療所

が県内67医療機関ありますけれども、今、その

中で７割程度がそういう受入れを行いますとい

うことで登録をしていただけるという意向を示

していただいております。各消防本部単位の協

議会がございますので、その中でそういう受入

れを行う医療機関と消防機関との連携をきちっ

と密にして、受入れがスムーズにいくように支

援していきたいと考えているところです。

宮崎県内でいうと、今、地域ごと○井上委員

に発生件数にばらつきがありますので、そこの

医師会との関係というか、そこも大切だという

ように思いますので、これからきちんとした連

携を。

先ほどから何度も言われていますが、インフ

ルエンザとコロナといったときに、かかりつけ

のお医者さん、私の近くのかかりつけのお医者

さんは、インフルエンザのときには、本当にド

ライブスルーのように、車が並んで、そこで先

生が診療というか対応されているという状態を

見ています。

今度はコロナになったときに、どうやってそ

こから、ひょっとして先生も疑われるという場

合に、どうやって搬送するのかという問題。御

自分で行ってくださいみたいな話になるのかど

。 、 、うか なかなか そこは大変だと思うんですが

仕分けも大変だと思うので、そこのところはき

ちんとした整理をしていただいて、かかりつけ

医の先生方のところできちんとしたことができ

るような体制をしっかりとしていただきたいと

思うんですが それは可能と考えていいんでしょ、

うか。

かかりつけ医で診療して○川越健康増進課長

いただいて、検査をしていただいて、もちろん

発熱をしたりして医療機関にかかっているとい

う状況なわけですので。例えば抗原検査キット

であれば、インフルエンザもコロナも30分程度

で結果が分かります。そのときに確定すれば、

今度は入院という形を取ったりするわけですか

ら、そういったところでは、我々としても陽性

、になったら入院とか宿泊療養につながるような

そういう体制といったものはきちっとつくって

いきたいと考えています。

あと、委員おっしゃったように、インフルエ

ンザでピークのときに20人、30人と来たときに

そういった形が心配されますので、やはりまず

は電話していただくというのが大事かと思って

います。医療機関に電話していただいて、何時

頃がいいですかといったことを確認していただ

いて、受診していただくのがいいと考えていま

すので、そういったところは広くお知らせとい

うか周知をしていきたいと考えています。

、 、○井上委員 感染経路で今 非常に問題なのは

家庭内感染が多いと言われているわけです。家

庭内で感染するというときは、どこからかコロ

ナが来ないといけないんです。その先のところ

が分かりにくいので、私たち家族で生活してい

る者にとってみると、今回のコロナの感染の関

。係はそういうところがすごく分かりにくいです

家庭内感染というのは、誰かが持ち込まない限

令和２年10月27日（火曜日）
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りは家庭内に感染しないわけです。

ですから、その辺のことも含めてもっと丁寧

な対応というかメッセージ。坂口委員も何度も

おっしゃいましたが、メッセージをきちんとし

て、正確な情報の伝達をきちんとしていただけ

るように、ここは要望としておきたいと思いま

す。

続けて、私ども特別委員会の中で、実際にこ

の場所に来ていただいていろいろなお話を聞か

せていただきました。学校の先生も来ていただ

きましたし、それから、障がい者施設、それか

ら、放課後等デイをしていらっしゃるところの

状況も聞かせていただきました。大変参考にな

る内容だったわけです。

その内容は、コロナの中で非常に経済的負担

を感じる方々がいる、今まではいわゆる貧困世

帯に入っていなかった方が貧困という形で広

がっているということを実態として先生方もき

ちんとつかんでおられるし、きちんとつかんで

いる人がいるということは、そこに子供たちが

いるということですから、そこにどう対応する

かということがとても大切だと思うんです。

ですから、今日、見せていただきました教育

委員会の対応の中に、そのことはどう反映され

ているのか。そういう問題点、現実にいる子供

たち、貧困の子供たちの現実の状況をどう捉え

られているのか。それと、福祉保健部から言え

、 。ば 貧困世帯の現状をどう捉えておられるのか

両方でお答えいただきたいと思います。

今回のコロナ禍における○押方高校教育課長

貧困といいますか、経済的に苦労している家庭

に対しては、国の緊急の対策もありまして、４

月以降15名ほど、就学支援金とか、そういうの

を随時申請があれば、支援しているということ

になっております。

また、本課でも学校事務を通したりして学校

、 、に そういう経済的な困窮を急にしたときには

もうどんどんしてくださいというように広報し

ていますので、期限を切らなくて、そのとき、

、そのときに対応できるようにしておりますので

現状はそういうように行っているところです。

福祉保健課のほうで、ま○山下福祉保健課長

ず一つ、生活困窮者の支援ということで窓口を

持たせていただいておりますけれども、これに

つきましては、国のほうの交付金もございまし

て、生活困窮の窓口の担当増等を図りながら、

積極的に今回のコロナも含めまして、新たに生

、活困窮に陥っている方がいないかということで

アウトリーチ的な感じで調査等を行っていると

ころでございます。

ただ、現状どれぐらい増えているかとか、そ

ういったことについて、例えば子供の困窮が増

えているかということについては、ちょっとデ

ータがございませんけれども、そういうコロナ

禍に対応した困窮対策というのを実施している

ところでございます。

、 、また コロナにあって子供食堂等がなかなか

今、開けないということがございますので、民

間の方ではそういう食堂形式から宅配、子供向

けの自宅への食事の宅配等の動きもありますの

で、こういった動きも支援しながら貧困にある

子供たち、生活困窮世帯の支援を図っていって

いるところでございます。

行政的に言えば、コロナ対策で大○井上委員

変な思いをしていらっしゃると思うんです。健

康増進課長なんか仕事が何倍にも膨れ上がった

中で大変なお仕事をされているので、対応とし

てやるべきところと、現実との差が出てくる可

能性が非常に高いと思うんです。

だから、教育のところもＩＣＴをと言われる
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けれども、自宅に母親も父親もいない、自分た

ちだけでパソコンを動かしてどのようにできる

のかという問題点とかいろいろあると思うんで

す。

今、実態と行政の対応があまりにも乖離して

いる状態にあるのではないかと思って、ちょっ

と心配をしているところなんですけれども、そ

の辺りについての把握が本当にできているのか

どうかというところがすごく心配です。中学校

、の先生もしっかりと言い切っておられましたが

それは広がっておりますというように言ってお

られましたので、非常に行政側の対応というの

が、今、大変なんだけれども、そこまでちゃん

と目配りができないといけないんじゃないかと

思うんですけれども。まず、教育委員会と、そ

れから、福祉保健部のほうで聞いておきたいと

思います。

、○押方高校教育課長 高校教育に関しましては

現在、タブレット端末等を生徒が使えるように

３人に１台は現状ではやれる部分と、通信費の

補助もやっているところです。

もちろん、家庭において本人のタブレット端

末とかＩＣＴ機器を使うノウハウとかそういう

ものについては学校のほうで丁寧に指導してい

きたいというように考えております。県立学校

は以上です。

市町村立の小中学校にお○吉田義務教育課長

きましても議員御指摘のような課題がございま

す。

先ほど高校の家庭への通信費の負担補助とい

うお話がありましたけれども、市町村において

も例えば家庭で通信環境が整っていないとか、

あるいは通信費が負担が難しいというところに

ついては、市町村においても補助できる仕組み

をつくったりしているところもございます。

これにつきましては、国の財政負担も入って

いますので、それを市町村がそれぞれ活用して

いただくということになっております。

、 、○山下福祉保健課長 まず 生活困窮の関係で

もともと生活困窮の基本的な施策の中で、家計

の相談の支援等もやっております。あるいは子

供の学習支援というような取組もしておるとこ

ろでございます。

あと、子供の貧困に関しましては、学校現場

のスクールソーシャルワーカーの皆さんと連携

してそういう対策を進めることにしておりまし

て、先ほど申し上げました生活困窮の相談窓口

の増強等によりまして、コロナ禍にある子供た

ち、あるいは家庭の支援というのをしっかり把

握していきたいというように考えております。

、 、○井上委員 最後ですが 福祉保健部のほうは

児相の動きというんですか、最近は児相の動き

というのがなかなか見えていないところもある

んですけれども、これから児相の体制というの

も非常に綿密にやっていただきたいと思ってい

ます。

それと、教育委員会のほうは、例えば学校に

先生以外の方です、いわゆるスクール・サポー

ト・スタッフの要員というのをもう少し丁寧に

見ていただきたい。

雇用が困難な人たちなんかも随分いらっしゃ

るわけですけれども、市町村が頑張って、そう

、いうところの人たちを雇入れをしていますので

県のほうもやはりこういうところを大切に人員

を増やしていく、雇用をしていくということを

考える。具体的なきめ細かな対応はどうやった

らやれるのかというのを、ぜひこのコロナ対策

の中で、これからの地方のありようにも関わっ

てくるので、ぜひそこのところをつくり上げて

いただきたい。
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学校が今まで人をあまり入れてきていないわ

けですから、メンタルな部分のことも含めて、

子供たちのいろんな面に敏感に対応するために

は、そういう学校の先生ではないスタッフの人

たちの幅というのをもっと多く広げていただけ

るといいなと思っていますが、その考え方につ

いていかがでしょう。

ありがとうございます。○押方高校教育課長

スクールサポーターとか学習支援員等の国の

予算等もありますので、随時学校に必要な部分

を投げかけているところではございます。

４月、５月当初には一部増やした部分もござ

います。また、スクールカウンセラーとかソー

シャルワーカーとか学校外の人材の活用につい

ても、今回特別にエリアごとのデスクでありま

すが、スクールカウンセラーを小中高校合わせ

て11名ほど追加して対応に当たっているところ

です。

そのスクール・サポート○吉田義務教育課長

・スタッフにつきましては、それぞれ市町村か

ら要望のあったところについて配置をさせてい

ただいております。実態としては、もう市町村

が一番よく分かっていらっしゃいますので、そ

この要望にできるだけ応えられるように配置し

ているところです。

私も何点かお伺いをしたいと思い○日髙委員

ますが、まず、９ページです。

９ページの右の一番最後の介護人材等の応援

派遣の仕組みづくりということで、名簿作成・

研修の実施等ということが書いてありますが、

今回、クラスター、１か所で終わったから本当

によかったと思うんです。あれが、３つも、４

つも、まして50人、100人規模の大きな介護施設

ということになったら、一体どうなっていたの

かと。ＤＭＡＴだけで果たして対応できたのか

というのは非常に心配になります。

ですから、一般の方よりもこの施設の問題と

いうのは、非常に深刻な問題になってくるかな

と。まして、クラスターがもし近隣で複数発生

した場合に、本当に対応できるのかどうかとい

うのが、介護の従事者は一番そこを心配してい

るんです。

今少し下火になっていますから、気が緩んで

いるわけじゃないけれども、本当にもし再発し

たら一体自分たちが対応できるのかどうか。そ

、 、のことが いろいろ新聞等で情報は得たものの

実際にそういう人たちから情報を得ていないの

で、あちこちから又聞きで来ているから、本当

に自分たちがそういう状況になったら対応でき

るかどうかというのが非常に困っているわけで

す。

この名簿作成・研修の実施等ということです

が、名簿と研修だけでいいですので、これ具体

的にどういうような形でどう進められようとし

ているのか、そこをまずお伺いしたいと思いま

す。

。○佐藤長寿介護課長 長寿介護課でございます

委員の御指摘の件でございます。まず、派遣

の仕組みといいますか、名簿の関係でございま

すが、10月14日現在で県内のいろいろな施設に

お声かけをいたしまして、感染症が発生した施

設へ応援派遣する候補者として136名の方に御応

募いただいておりまして、それに加えまして、

有料老人ホーム等への介護サービスの提供が可

能な事業所、有料老人ホームは自宅という位置

づけでございますので、有料老人ホームへの訪

問介護とか訪問看護、こういうサービスの提供

ができる事業所も募集いたしまして、現時点で

は28事業所に登録をいただいております。今、

名簿の作成をもう終えておりまして、随時、こ
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の後も募集は継続していきますけれども、県内

で万が一クラスターなどが発生した場合には、

まずは施設で職員の調整をしていただいて、そ

れができないときには系列の法人の中から応援

をいただく。それでも足りない場合にこの名簿

の中から候補者を応援、派遣いただくという体

制を、今、整えているところでございます。

あと、研修の話が出ましたけれども、この研

修につきましては、その名簿に登載していただ

いた方々を対象に感染症対策の研修とか、あと

防護服の脱着訓練とか、そういう研修もケアマ

ネ協会に委託する予定でございますが、それも

準備を、今、進めているところでございます。

まず 今 お答えのありました 136○日髙委員 、 、 、

名は、現在の介護従事者ではなくてＯＢとかそ

ういう方を対象にしているのか、この１点と、

それから、28事業所については、それぞれの事

業所に現在従事している人たちがお互いを助け

合うというイメージなのか、この２点をお願い

します。

まず、現在働いているか○佐藤長寿介護課長

どうかという話なんですが、派遣候補者の方々

は、実際、介護施設とか事業所で働いている現

役の方で応援できる方に登録いただいておりま

す。

事業所のほうも、現在、訪問介護とか訪問看

護の事業をやっている事業所の方に登録してい

ただいておりますので、簡単に言えば現役の方

ということでございます。

総じていえばどちらも現役の皆様○日髙委員

方ということですよね。

私は国富で宮崎市の隣ですが、国富は人口の

割には施設が本当に多いんです。多いというの

は、時代の流れで、そういう介護事業が始まっ

たこともありますけれども、これが許可制では

なくて届出制ということから、届出さえしてし

まえばそれで済んでしまうというような状況が

あります。宮崎市に近いということがあって、

非常に多いんです。

特養とか医療老人ホーム、そういったところ

はしっかりしていますけれども、５人、６人、

そういったケアハウス的なところです こういっ。

たところはなかなか把握ができていなくて、組

織体制も非常に貧弱なところがあります。

今、現役の方々をということですが、例えば

隣近所で一緒にクラスターが発生したとかそう

いうことになると、お互いを助け合うというこ

とはもうできないんです。

例えば介護施設の人たちと、この前もちょっ

と打ち合わせをして、もしというときにどうし

ようかと、お互いに助け合う体制はできないか

というような話をするんですけれども。例えば

自分のところから発生したところに派遣をした

ら、結局そこに行った人はもう自分のところに

。帰ってきて仕事ができないということですよね

最低14日間はそこに行ってしまうと。

だから、そういう状況になってくると、お互

いが隣近所でカバーし合うということも非常に

難しくなってくる。仮に複数クラスターが発生

するというようなことになって、それがまた全

国的にそういう状況になったりすると、果たし

てＤＭＡＴがどこまで対応できるのかというの

も非常に問題があると思います。

これはどうやって解決したらいいかというの

は、なかなか難しい問題です。ただ、そういう

問題をここまで考えてきたわけですので、今後

に向かってどうにかして解決する方法を、やは

りめどは立てておかなければならないと、みん

な一生懸命考えているんですけれども。実際、

「ささえ愛」がどういう状況だったのか、そこ
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のところもよく分かっていないところがありま

す ぜひそういったことで この136人の現役 28。 、 、

人の事業者というだけではなくて、介護施設を

集めてしっかりと指導をしていただきたいとい

う気持ちを現場の人たちは待っております。市

町村、それから介護施設と十分連絡を取ってい

ただいて。

大きく集まって協議をすること自体も自分た

ちもまだためらっているんです。役場と集まっ

て協議をしたいんだけれども、やはりもし責任

者がかかったりしたら大変なことになるので、

その会議自体もためらっているところがありま

す。ですから、介護事業所は情報が非常に不足

しているということがありますので、ぜひ、冬

場に向かってその辺をしっかりとお願いをして

おきたいと思います。

御指摘ありがとうござい○佐藤長寿介護課長

ます。参考までにですけれども、今月、有料老

人ホームの管理者の方々をお集めして、県内２

か所、延岡と都城で計200名を超える方々に集

まっていただきまして、感染症の専門の先生か

ら感染症の講義をしていただいたのに加えまし

て、県のほうからもいろいろコロナに対する講

、 、義とか そういう研修会も開いておりますので

管理者の方々に対する研修というのは非常に大

事と思っておりますので、今後ともそういう研

修等も続けていきたいと思っております。

ありがとうございます。頑張って○日髙委員

いただきたいと思いますが、学者の先生方の長

い講義を聞くよりも、その場に行って実際に体

験した人、そういった人たちの声を、生の声を

ぜひ反映させていただくようによろしくお願い

します。

ほかに。○山下委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ほかにないようです○山下委員長

ので、これで終わりたいと思います。

。執行部の皆さんは御退席いただいて結構です

お疲れさまでした。

本当に実際の現場の声を○渡辺福祉保健部長

聞かれた上で、また、日頃の御知見も含めて貴

重な御指摘をいただき、改めてありがとうござ

いました。

いただいたことを今後のこの冬のまさに第３

。波に向けてしっかりやっていきたいと思います

どの点も重要なんですけれども、特に最後にと

いう点だけ。医療従事者へのいろんな意味のサ

ポートとか医療機関との連携というのがまず一

つ目でして、これはしっかりやらせていただき

たいと思います。

細かい話は、最後に私のほうからという意味

ではないんですけれども、例えば宮崎市郡医師

会病院の旧施設の活用も方向性が決まりました

ので、できること、できないことをきちんと整

理してやりたいとも思いますし、また、例えば

延岡・西臼杵圏域においては、協力病院の固有

名詞は出さないというルールになっていますの

で、固有名詞は出せないんですけれども、いわ

ば平時における国の緊急事態宣言が出ていない

段階におけるコロナ専用病棟として本当に一生

懸命頑張っていただいた病院もございます。そ

ういったところともしっかりコミュニケーショ

ンを取りながらどういう支援が必要なのかきち

んとやっていきたいと思いますし、その際、そ

の介護施設も含めて広報といいますか、情報提

供をきちんとやって正しく恐れるということを

地に足をつけてやっていきたいなと思っており

ます。

もう一つが、自宅療養でありまして、これに

ついては、この言葉を聞くと不安に思われる県
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民の方もいらっしゃると思いますので、そうは

いっても、先ほどの病気への認識ですとか、国

の大きな方針の変更等総合的に踏まえてきちん

とルールに基づいて、安心して、かつ、その自

宅で療養される方が安全に過ごせるようなこと

を明日の協議会できちんと専門家の意見を伺っ

てやっていきたいと思います。

最後の、インフルへの対応につきましても、

シンプルに言えば、国もきちんと増産をしてい

ただいていますので、優先順位をつけて高齢者

ですとか基礎疾患ある方、その他注意が要る人

は基本的には受けることがてきるということに

なっています。ただ、どこまできちんと受けれ

るかというのは 優先順位をつけてしっかりやっ、

ていきたいと思いますので、そういったことも

含めて一層、執行部として委員会をはじめ委員

会の皆様の御指導をいただきながらしっかりや

らせていただきたいと思います。

ありがとうございました。○山下委員長

それでは、暫時休憩いたします。

午前11時49分休憩

午前11時51分再開

それでは、委員会を再開いたし○山下委員長

ます。

次に協議事項（１）の次回委員会についてで

す。

次回の委員会は、11月定例会中の12月７日月

曜日を予定しております。

12月の委員会の内容につきましては、９月の

委員会において本日と同様、執行部に説明を求

め、委員の皆様方から御意見をいただく形とす

ることで御了承いただいております。

今回は、感染症対策でしたが、次回は、経済

対策について執行部の説明を求めたいと考えて

おりますが、次回の委員会をこのような形で取

り進めてよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、執行部の具体的な説○山下委員長

明内容については、何か御意見や御要望ござい

ませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、○山下委員長 それでは特にないようですので

説明内容につきましては正副委員長に御一任を

。 。いただきたいと存じます よろしいでしょうか

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのような形で準備○山下委員長

をさせていただきたいと思います。

最後に、協議事項（２）のその他で委員の皆

様から何かございませんでしょうか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

よろしいでしょうか。○山下委員長

それでは、次回の委員会は、12月７日月曜、

午前10時からを予定しておりますので、よろし

くお願いします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。ありがとうございました。

午前11時52分閉会

令和２年10月27日（火曜日）
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